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埼
玉
工
大
研
究
紀
喪

｜
問
題
の
提
起

わ
れ
わ
れ
は
、
別
稿
で
墨
家
の
分
業
論
に
つ
い
て
分
析
し
、

（

１

）

そ
こ
に
お
い
て
以
下
の
事
柄
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
非

楽
上
篇
に

今
、
天
下
之
士
君
子
、
以
吾
言
不
然
。
然
即
姑
嘗
數
天
下

分
事
、
而
観
樂
之
害
。
王
公
大
人
蚤
朝
晏
退
、
轤
獄
治
政
。

此
其
分
事
也
。
士
君
子
蜴
股
肱
之
力
、
亘
其
思
慮
之
智
、
内

治
官
府
、
外
敵
關
市
山
林
澤
梁
之
利
、
以
實
倉
廩
府
庫
、
此

其
分
事
也
。
農
夫
蚤
出
暮
入
、
耕
稼
樹
藝
、
多
聚
叔
粟
、
此

其
分
事
也
。
婦
人
夙
興
夜
採
、
紡
績
織
維
、
多
治
麻
絲
葛
、

細
布
繰
、
此
其
分
事
也

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
墨
家
が
問
題
と
す

る
の
は
、
性
的
差
違
に
基
づ
く
男
女
間
の
分
業
の
糸
で
あ
っ

て
、
手
工
業
の
農
業
か
ら
の
分
離
独
立
、
さ
ら
に
両
者
を
媒
介

す
る
機
能
を
果
た
す
商
業
の
成
立
、
と
い
っ
た
認
識
は
み
ら
れ

「
交
相
利
」
と
「
交
換
」
Ｉ
墨
家
の
「
交
相
利
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

岡

本

光

生

な
い
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
問
題
に
逢
着
す
る
。

す
な
わ
ち
墨
家
が
商
業
の
概
念
を
欠
如
さ
せ
て
い
た
、
と
い
う

別
稿
の
結
論
と
、
「
交
相
利
」
な
る
概
念
と
は
矛
盾
す
る
の
で

は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
兼
愛
中
下
に
頻
出
し
、
節
葬
下
、
天
志

上
、
非
命
上
に
も
ゑ
ら
れ
る
「
交
相
利
」
は
「
利
」
の
相
互
交

換
を
連
想
さ
せ
、
さ
ら
に
分
業
、
手
工
業
の
農
業
か
ら
の
分

離
・
独
立
、
商
業
の
成
立
と
い
う
問
題
の
存
在
を
示
唆
す
る
か

ら
で
あ
る
。
と
く
に
節
葬
下
篇
に

故
古
聖
王
制
爲
葬
埋
之
法
、
日
、
棺
三
寸
、
足
以
朽
禮
、

衣
衾
三
領
、
足
以
覆
悪
。
以
及
其
葬
也
、
下
母
及
泉
、
上
鼻

通
泉
、
籠
若
参
耕
之
畝
則
止
。
死
者
以
葬
美
。
生
者
必
無
久

突
而
疾
而
從
事
。
人
爲
其
所
能
、
以
交
相
利
也
、
此
聖
王
之

法

也

と
あ
る
部
分
か
ら
、
そ
う
し
た
示
唆
を
強
く
受
け
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
さ
き
に
墨
家
の
分
業
論
を
分
析
し
て
得
ら
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「
交
相
利
」
の
概
念
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
に
つ
い

て
、
墨
家
に
お
け
る
「
利
」
の
用
法
に
、
大
別
し
て
二
つ
の
種

類
の
あ
る
こ
と
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
の
そ
れ
は
、
兼
愛
下
篇
に
「
仁
人
之
事
者
、
必
務
求
興

天
下
之
利
、
除
天
下
之
害
」
と
あ
る
「
天
下
之
利
」
と
い
う
用

法
で
あ
る
。
「
興
天
下
之
利
、
除
天
下
之
害
」
と
い
う
口
号
は
、

多
少
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
も
含
め
れ
ば
、
他
に
尚
同
中
、
兼

愛
中
、
節
葬
下
、
明
鬼
下
、
非
楽
下
、
非
命
下
の
諸
篇
に
承
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
で
は
、
個
別
的
存
在
に
と
っ
て
の
「
利
」

が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
一
つ
の
全
体
ｌ
た
と

え
ば
「
天
下
」
に
と
っ
て
の
「
利
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
こ
う
し
た
用
法
は
、
今
わ
れ
わ
れ
が
当
面
し
て
い
る

課
題
、
す
な
わ
ち
「
交
相
利
」
の
概
念
の
分
析
に
と
っ
て
は
、

さ
ほ
ど
重
要
な
用
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
一
つ
の

全
体
に
と
っ
て
の
「
利
」
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
で
は
二
者
間
の

利
の
相
互
移
動
と
い
っ
た
問
題
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で

れ
た
結
論
と
「
交
相
利
」
な
る
概
念
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
墨
家
の
「
交
相
利
」
な
る

概
念
を
改
め
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二
墨
家
の
「
利
」
Ｉ
そ
の
二
つ
の
用
法
Ｉ

あ
る
。「

利
」
の
も
う
一
つ
の
用
法
は
、
た
と
え
ば
兼
愛
上
篇
に

當
察
乱
何
自
起
、
起
不
相
愛
。
臣
子
之
不
孝
君
父
、
所
謂

凱
也
。
子
自
愛
不
愛
父
。
故
厩
父
而
自
利
。
弟
自
愛
不
愛

兄
。
故
騒
兄
而
自
利
。
臣
自
愛
不
愛
君
。
故
職
君
而
自
利
。

此
所
謂
飢
也
。
誰
父
之
不
慈
子
、
兄
之
不
慈
弟
、
君
之
不
慈

臣
、
此
亦
天
下
之
所
謂
飢
也
。
父
自
愛
也
、
不
愛
子
。
故
旙

子
而
自
利
。
兄
自
愛
也
、
不
愛
弟
。
故
旙
弟
而
自
利
。
君
自

愛
也
、
不
愛
臣
。
故
脳
臣
而
自
利
。
是
何
也
、
皆
起
不
相
愛

と
あ
る
「
利
」
の
用
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
の
「
利
」

は
、
「
子
」
「
弟
」
「
臣
」
、
或
は
「
父
」
「
兄
」
「
君
」
と
い
っ
た

個
別
の
存
在
に
と
っ
て
の
自
己
の
「
利
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
天
下
」
と
い
っ
た
一
つ
の
全
体

に
と
っ
て
の
「
利
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
利
」
の
こ
う
し
た
用
法
は
、
兼
愛
上
篇
の
上
引
の
箇
所
ば
か

り
で
は
な
く
、
非
攻
上
篇
に
「
今
、
有
一
人
、
入
人
園
圃
、
籟

其
桃
李
、
衆
聞
則
非
之
。
上
爲
政
者
、
得
則
罰
之
。
此
何
也
。

以
職
人
自
利
也
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
も
翠
ら
れ
る
。

以
上
の
箇
所
で
の
「
利
」
は
、
自
己
に
と
っ
て
の
「
利
」
と

い
う
形
で
語
ら
れ
て
い
た
が
、
兼
愛
中
篇
に
「
夫
愛
人
者
、
人

必
從
而
愛
之
、
利
人
者
、
人
必
從
而
利
之
」
と
あ
る
箇
所
、
或



は
下
篇
に
「
姑
嘗
本
原
若
衆
利
之
所
自
生
、
此
胡
自
生
。
此
自

悪
人
賊
人
生
與
。
即
必
日
、
非
然
也
。
必
日
、
從
愛
人
利
人

生
」
と
あ
る
箇
所
に
よ
れ
ば
、
「
利
」
は
「
人
」
、
す
な
わ
ち
個

別
的
存
在
と
し
て
の
他
者
に
と
っ
て
の
「
利
」
と
い
う
形
に
お

い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
下
篇
に
「
即
必
吾
先
從
事

乎
愛
利
人
之
親
、
然
後
人
報
我
以
愛
利
吾
親
也
」
と
あ
る
と
こ

ろ
で
は
、
一
般
的
な
「
人
」
で
は
な
く
、
「
他
人
の
親
」
と
い

う
個
別
的
存
在
に
と
っ
て
の
「
利
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。

ｊ率
以
上
、
墨
家
に
お
け
る
「
利
」
の
用
法
に
つ
い
て
分
析
し
て

ｒ
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
用
法
の
あ

と

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
全
体
に
と

Ｊ邸
っ
て
の
「
利
」
と
個
別
的
存
在
に
と
っ
て
の
「
利
」
と
で
あ

巾交
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
二
種
の
「
利
」
の
う
ち
、
い
ず
れ

ｒ

が
原
初
的
・
基
本
的
な
用
法
で
あ
る
の
か
、
ま
た
派
生
的
な
用

法
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
両
者
の
相
互
関
係
の
問
題
、
及
び

「
交
相
利
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
よ

り
重
点
的
に
考
察
す
べ
き
は
、
「
利
」
に
つ
い
て
の
ど
ち
ら
の

用
法
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
、
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
が
生

下

）

プ

○

○

第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
分
析
す
る
余
裕
は
な
い

（

２

）

３
が
、
「
墨
子
」
各
篇
の
う
ち
最
初
に
成
立
し
た
兼
愛
上
篇
に
「
父

兄
君
を
職
い
て
自
利
す
」
、
「
子
弟
臣
を
暦
い
て
自
利
す
」
と
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
個
別
的
存
在
に
と
っ
て
の
「
利
」
の
用

法
が
ま
ず
出
現
し
た
、
と
思
わ
れ
る
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
は

以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
つ
の
全
体
に
と
っ
て
の

「
利
」
が
問
題
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
然
に
も
「
利
」
の
相
互

移
動
な
ど
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
「
交
相
利
」
、
す
な
わ
ち

存
在
相
互
間
の
「
利
」
の
移
動
が
問
題
と
な
る
の
は
、
「
利
」

が
個
々
の
存
在
に
と
っ
て
の
「
利
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の

考
察
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
「
利
」
の
用
法
は
、
当
然
に
も
個

別
的
存
在
に
と
っ
て
の
「
利
」
の
用
法
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
第
二
の
用
法
の
「
利
」
に
関
し
、
一
応
以
下
の
点
を

明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
兼
愛
上
篇
は
さ
き
に
引
用
し
た
部

分
に
続
い
て

雛
至
大
夫
之
相
凱
家
、
諸
侯
之
相
攻
國
者
亦
然
。
大
夫
各

愛
其
家
、
不
愛
異
家
。
~
故
凱
異
家
、
以
利
其
家
。
諸
侯
各
愛

其
國
、
不
愛
其
國
。
故
攻
異
國
、
以
利
其
國

と
し
、
集
団
を
背
景
に
し
た
存
在
と
し
て
の
「
大
夫
」
、
「
諸

侯
」
の
「
利
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
利
」

を
「
子
」
「
弟
」
「
臣
」
、
「
父
」
「
兄
」
「
君
」
と
い
っ
た
個
別
的

存
在
に
と
っ
て
の
「
利
」
と
全
く
同
様
の
も
の
だ
、
と
言
い
切
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る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
「
大
夫
」
の
率
い
る
「
家
」
、

諸
侯
の
率
い
る
「
国
」
は
、
そ
の
外
部
に
自
己
と
対
等
な
存

在
、
す
な
わ
ち
他
の
大
夫
の
率
い
る
「
異
家
」
、
他
の
「
諸
侯
」

の
率
い
る
「
異
国
」
を
持
つ
。
だ
と
す
れ
ば
、
一
人
の
「
大

夫
」
の
率
い
る
「
一
家
」
、
一
人
の
諸
侯
の
率
い
る
「
一
国
」

は
、
他
の
多
く
の
「
諸
家
」
を
含
む
全
体
、
「
諸
国
」
を
含
む

全
体
の
な
か
で
の
一
部
分
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
て

「
大
夫
」
、
「
諸
侯
」
に
と
っ
て
の
「
利
」
は
、
「
天
下
の
利
」
、

す
な
わ
ち
全
体
に
と
っ
て
の
「
利
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属

さ
せ
る
べ
き
で
は
な
く
、
個
別
的
存
在
に
準
じ
た
部
分
的
存
在

に
と
っ
て
の
「
利
」
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
前
節
に
ゑ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
「
利
」
を
個

別
的
存
在
に
と
っ
て
の
そ
れ
と
す
る
用
法
こ
そ
が
、
「
交
相
利
」

の
概
念
を
分
析
す
る
さ
い
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
「
利
」
に
つ
い
て
の

こ
う
し
た
用
法
が
、
兼
愛
上
~
中
・
下
の
各
篇
に
主
と
し
て
み

ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
従
っ
て
わ
れ
わ

れ
の
分
析
は
、
当
然
兼
愛
上
・
中
・
下
の
各
篇
の
分
析
が
中
心

三
兼
愛
篇
の
「
交
相
利
」
Ｉ
「
交
換
」
と
の
対
比

に
お
い
て
Ｉ

と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
こ
れ
ら
三
篇
を
如
何
に
取
扱
っ

て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
兼
愛
上
篇
と
中
・
下
篇
と
の
間
に
「
兼

愛
拒
利
」
か
ら
「
兼
愛
交
利
」
へ
の
思
想
的
転
換
を
象
よ
う
と

（

３

）

す
る
有
力
な
見
解
も
ま
た
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
兼

愛
上
篇
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
い
た
の
は
「
自
愛
不
愛
子
弟

臣
」
「
自
愛
不
愛
父
兄
君
」
、
「
職
子
弟
臣
而
自
利
」
「
暦
父
兄
君

而
自
利
」
、
す
な
わ
ち
「
自
愛
」
「
自
利
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、

け
っ
し
て
「
利
」
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
兼
愛
上
篇
の
主
張
を
「
兼
愛
拒

利
」
と
概
括
す
る
の
は
正
確
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
拒
自
愛
拒

自
利
」
な
い
し
「
兼
愛
拒
自
利
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
自

利
」
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
以
て
「
利
」
が
否
定
さ
れ
た
、
と

考
え
て
よ
い
の
な
ら
ば
、
「
自
愛
」
が
否
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、

兼
愛
上
篇
に
お
い
て
「
愛
」
が
否
定
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
。
兼
愛
上
篇
か
ら
中
篇
へ
の
「
利
」
を
め
ぐ

っ
て
の
展
開
を
「
拒
利
」
か
ら
「
交
利
」
へ
の
転
換
と
み
る
こ

う
し
た
見
解
に
対
し
、
「
も
っ
と
も
兼
愛
篇
の
上
で
は
自
利
を

排
し
て
い
る
の
に
、
兼
愛
篇
の
中
・
下
で
は
自
利
に
言
及
す
る

こ
と
な
く
相
利
や
天
下
の
利
を
説
い
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
自

利
を
拒
む
も
の
か
ら
相
利
す
る
も
の
へ
の
変
化
が
あ
る
様
に
見
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え
る
。
然
し
、
上
で
自
利
を
排
し
た
こ
と
は
、
自
愛
を
排
し
て

相
愛
を
説
い
て
い
る
の
と
同
様
に
、
相
利
又
は
天
下
の
利
を
当

然
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
兼
愛
と
言
わ
れ
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
言
葉
や
文
字
に
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
の
に

過
ぎ
な
い
。
即
ち
説
明
・
表
現
に
変
化
や
相
違
が
あ
っ
た
と
し

（

４

）

て
も
実
質
に
変
化
や
相
違
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
」
と
す

る
反
論
も
な
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
兼
愛
上
篇
で
は
、
自
然

の
展
開
の
う
ち
に
「
人
を
愛
さ
ず
し
て
自
愛
す
る
」
こ
と
を
否

定
し
、
「
兼
相
愛
」
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
と
同
様
、
「
人
を
膳

ぎ
自
利
す
る
」
こ
と
を
否
定
し
、
「
交
相
利
」
を
主
張
す
る
の

も
、
ま
た
自
然
な
展
開
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
兼
愛
上
篇

か
ら
中
・
下
篇
へ
の
展
開
は
自
然
な
も
の
で
あ
る
し
、
従
っ
て

ま
た
兼
愛
上
・
中
・
下
の
三
篇
を
一
つ
の
連
続
性
を
持
つ
、
ま

と
ま
っ
た
文
献
と
し
て
取
扱
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
墨
家
の
「
交
相
利
」
を
分
析

す
る
さ
い
の
わ
れ
わ
れ
の
視
点
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
小
稿
に
お
い
て
、
い
か
な
る
「
利
」
が
相

い
に
交
さ
れ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
「
利
」
の
具
体
的
内
容
に
関

す
る
分
析
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
交
相
利
」
が
い
か
な
る
立
場
の

人
間
の
間
に
、
い
か
な
る
形
態
を
と
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
か
、

と
い
う
形
式
的
側
面
に
関
す
る
分
析
を
中
心
に
考
察
を
す
す
め

て
い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
課
題
は
、

「
交
相
利
」
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
墨
家
が
性
的
な
そ

れ
で
あ
れ
、
社
会
的
な
そ
れ
で
あ
れ
、
分
業
の
問
題
を
如
何
に

認
識
し
て
い
た
の
か
、
或
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
換

言
す
れ
ば
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
を
如
何
に
把
握
し
て
い
た
の

か
、
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

墨
家
の
「
交
相
利
」
を
上
述
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
に
当

り
、
考
察
の
便
宜
上
、
「
孟
子
」
に
ゑ
ら
れ
る
「
交
換
」
の
諸

例
を
そ
の
形
式
的
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら

そ
れ
ら
諸
例
は
「
交
換
」
の
典
型
的
形
態
と
も
考
え
ら
れ
、
そ

れ
ら
と
の
比
較
対
照
に
よ
っ
て
、
「
交
相
利
」
な
る
概
念
の
形

式
的
側
面
の
本
質
が
よ
り
一
層
明
確
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

プ
（
》
ｏ

「
孟
子
」
は
「
古
之
爲
市
也
、
以
其
所
有
者
、
易
其
所
無

者
、
有
司
者
治
之
耳
」
（
公
孫
丑
下
）
と
し
、
「
交
換
」
の
行
な

わ
れ
る
場
、
及
び
「
交
換
」
の
両
端
に
位
置
す
る
二
者
の
立
場

に
つ
い
て
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
「
交
換
」
は
「
市
」
と
い
う
特

殊
な
場
で
、
「
そ
の
有
る
所
を
以
て
、
そ
の
無
き
所
に
易
え
ん
」

と
欲
す
る
二
者
の
間
で
行
な
わ
れ
る
。
「
交
換
」
の
両
端
に
位

置
す
る
二
者
は
、
と
も
に
「
そ
の
有
る
所
を
以
て
、
そ
の
無
き

所
に
易
え
ん
」
と
す
る
存
在
と
し
て
の
象
規
定
さ
れ
る
、
す
な
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わ
ち
「
交
換
」
以
外
の
場
に
お
け
る
両
者
の
相
互
関
係
と
は
無

関
係
に
、
こ
の
規
定
に
従
っ
て
の
み
両
者
は
関
係
す
る
。
そ
の

意
味
で
「
交
換
」
の
場
に
お
け
る
両
者
は
、
そ
の
限
り
に
お
い

て
対
等
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
規

定
さ
れ
た
両
者
は
「
交
換
」
の
場
に
お
い
て
の
拳
相
互
に
関
係

す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
定

か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
そ
の
有
る
所
を
以

て
、
そ
の
無
き
所
に
易
え
」
終
っ
た
後
の
両
者
は
こ
の
規
定
に

基
づ
い
た
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
交
換
」
は
、

そ
の
両
端
に
存
在
す
る
二
者
の
間
に
新
た
な
継
続
的
関
係
を
創

造
し
た
り
、
旧
来
の
関
係
を
強
固
に
し
た
り
は
し
な
い
の
で
あ

》
（
》
Ｏ

「
交
換
」
の
両
端
に
位
置
す
る
二
者
の
規
定
は
、
た
と
え
ば

次
の
箇
所
で
は
よ
り
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
。

子
不
通
功
易
事
以
羨
補
不
足
、
則
農
有
餘
粟
、
女
有
餘

布
。
子
如
通
之
、
則
梓
匠
輪
輿
、
皆
得
食
於
子
（
滕
文
公
下
）

し
か
も
、
こ
こ
で
も
規
定
は
「
農
夫
」
「
女
工
」
「
建
具
屋
」

「
大
工
」
「
車
輪
工
」
「
車
台
工
」
と
あ
っ
て
、
経
済
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
か
れ
ら
相

互
に
「
功
を
通
じ
、
事
を
易
え
、
不
足
を
羨
補
」
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
関
係
は
取
結

ば
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
孟
子
と
「
許
行
の
言
を
道
う
」
陳

相
と
の
有
名
な
対
話
の
な
か
で
も

孟
子
日
、
許
子
必
種
粟
而
後
食
乎
。
日
、
然
。
許
子
必
織

布
然
後
衣
乎
。
日
、
否
、
許
子
衣
褐
。
許
子
冠
乎
。
日
、

冠
。
日
、
実
冠
。
日
、
冠
素
。
日
、
自
織
之
與
。
日
、
否
、

以
粟
易
之
。
日
、
許
子
実
爲
不
自
織
。
日
、
害
於
耕
。
日
、

許
子
以
釜
甑
鍵
、
以
鐵
耕
乎
。
日
、
然
。
自
爲
之
與
。
日
、

否
、
以
粟
易
之
。
以
粟
易
械
器
者
不
爲
腐
陶
冶
、
陶
冶
亦
以

其
械
器
易
粟
者
、
豈
爲
属
農
夫
哉
。
且
許
子
何
不
爲
陶
冶
、

舍
皆
取
諸
其
宮
中
而
用
之
。
何
爲
紛
紛
然
與
百
工
交
易
。
何

許
子
之
不
偉
煩
。
日
、
百
工
之
事
、
固
不
可
耕
且
爲
也
（
滕

文
公
上
）

と
あ
っ
て
、
交
換
の
両
端
に
い
る
存
在
は
「
農
夫
」
「
冠
を
織

る
職
人
」
「
陶
冶
師
」
「
鍛
冶
屋
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か

も
注
意
さ
れ
る
の
は
、
孟
子
が
「
ゑ
な
こ
れ
を
そ
の
宮
中
よ
り

取
用
い
ず
し
て
、
何
す
れ
ぞ
紛
紛
然
と
し
て
百
工
と
交
易
す
る

や
」
と
問
う
た
の
に
対
し
、
陳
相
が
「
百
工
の
事
、
固
よ
り
耕

し
か
つ
為
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
答
え
た
こ
と
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
「
交
換
」
は
錯
綜
し
た
網
状
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
「
百
技
所
成
、

所
以
養
一
人
也
」
（
富
国
篇
）
と
し
て
「
筍
子
」
も
認
識
し
て
い
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る
。
さ
ら
に
上
引
の
議
論
が
結
局
「
努
心
者
治
人
、
勢
力
者
治

於
人
。
治
於
人
者
食
人
、
治
人
者
食
於
人
。
天
下
之
通
義
也
」

（
滕
文
公
上
）
と
し
て
支
配
ｌ
被
支
配
関
係
の
正
当
性
、
す
な

わ
ち
王
権
の
正
当
性
を
そ
の
果
た
す
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
の

合
理
化
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
王
権
を
機
能
の
論
理
で
正
当
化
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
一
面
で
は
王
権
が
そ
の
果
た
す
機
能
と
い
う
側
面

に
お
い
て
農
民
及
び
手
工
業
者
と
同
一
の
平
面
に
ま
で
引
き
ず

り
下
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

相
手
に
対
し
果
た
す
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
ゑ
る
と
き
、
「
交

換
」
の
両
端
に
位
置
す
る
二
者
、
す
な
わ
ち
農
民
と
手
工
業
者

と
を
、
対
等
な
存
在
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
孟
子
に
と
っ

て
当
然
の
前
提
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
き
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
「
交
換
」
の

両
端
に
位
置
す
る
存
在
の
匿
名
性
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
二
者
が
「
交
換
」
の
両
端
に
位
置

し
、
相
互
に
関
係
し
合
う
の
は
、
か
れ
ら
が
互
い
に
「
そ
の
有

る
所
を
以
て
、
そ
の
無
き
所
に
易
え
ん
」
と
す
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
上
の
意
味
は
持
た
な
い
。
そ
の
目
的
の
実
現
に
と

っ
て
有
益
な
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
相
手
は
誰
で
も
よ
い
。
な

ぜ
な
ら
そ
の
相
手
と
は
そ
の
限
り
で
し
か
関
係
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
交
換
」
が
相
手
の
た
め
で
な
く
し
て
、

自
己
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
さ
き
に
み
た

陳
相
と
孟
子
と
の
対
話
で
、
許
行
が
「
冠
を
織
る
人
」
と
交
易

し
、
「
陶
冶
」
と
交
易
す
る
理
由
を
「
耕
に
害
あ
れ
ば
な
り
」
、

「
百
工
の
事
、
も
と
よ
り
耕
し
か
つ
為
す
べ
か
ら
ざ
れ
ぱ
な

り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
る
と
ぎ
、
こ
の
交
易
が
「
冠
を
織

る
人
や
「
陶
冶
」
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
し

て
、
耕
す
立
場
、
許
行
自
ら
の
立
場
に
と
っ
て
の
利
益
の
た
め

に
な
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
そ
の
結

果
が
「
冠
を
織
る
人
」
や
「
陶
冶
」
、
、
す
な
わ
ち
他
者
を
「
蔭
」

い
て
は
い
な
い
）
。
さ
ら
に
ま
た

夫
物
之
不
齊
、
物
之
情
也
。
或
相
倍
葎
、
或
相
什
百
、
或

相
千
萬
・
子
比
而
同
之
、
是
飢
天
下
也
。
巨
履
小
履
同
買
、

人
豈
爲
之
哉
。
從
許
子
之
道
、
相
率
而
爲
僑
者
也
（
滕
文
公

上

）

す
な
わ
ち
「
粗
末
な
層
と
上
等
な
履
と
を
同
じ
価
格
に
す
れ

ば
、
雇
職
人
は
、
上
等
な
履
な
ど
つ
く
る
ま
い
。
許
子
の
道
に

従
う
と
、
天
下
の
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
悪
い
物
ば
か
り
造
っ
て
ご

ま
か
す
よ
う
に
な
る
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
「
交
換
」

が
相
手
の
「
利
」
を
考
慮
せ
ず
し
て
、
自
ら
の
「
利
」
を
の
ゑ

考
え
る
行
為
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
「
孟
子
」
に
お
け
る
「
交
換
」
の
形
式
的
側
面
を
め

ぐ
っ
て
、
と
く
に
「
交
換
」
に
か
か
わ
る
諸
存
在
が
ど
う
規
定

さ
れ
て
い
た
か
を
分
析
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
兼
愛
各
篇
に
資

料
を
求
め
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
参
考
に
し
つ
つ
、
墨

家
の
「
交
相
利
」
の
形
式
的
側
面
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
づ
「
利
」
を
め
ぐ
る
墨
家
の
見
解
の
出
発
的
と
な
っ
た
兼

愛
上
篇
を
資
料
と
し
つ
つ
、
「
交
相
利
」
の
両
端
に
位
置
す
る

二
者
が
如
何
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
象
よ
う
。

當
察
凱
何
自
起
、
起
不
相
愛
。
臣
子
之
不
孝
君
父
、
所
謂

凱
也
。
子
自
愛
不
愛
父
。
故
騒
父
而
自
利
。
弟
自
愛
不
愛

兄
。
故
暦
兄
而
自
利
。
臣
自
愛
不
愛
君
。
故
暦
君
而
自
利
。

此
所
謂
飢
也
。
錐
父
之
不
慈
子
、
兄
之
不
慈
弟
、
君
之
不
慈

臣
、
此
亦
天
下
之
所
謂
飢
也
。
父
自
愛
也
不
愛
子
。
故
旙
子

而
自
利
。
兄
自
愛
也
不
愛
弟
。
故
鱈
弟
而
自
利
。
君
自
愛
也

不
愛
臣
。
故
暦
臣
而
自
利
。
是
何
也
。
皆
起
不
相
愛
。
誰
至

天
下
之
爲
盗
賊
者
、
亦
然
。
盗
愛
其
室
不
愛
異
室
。
故
霜
異

室
以
利
其
室
。
賊
愛
其
身
不
愛
人
身
。
故
賊
人
身
以
利
其

身
。
此
何
也
。
皆
起
不
相
愛
。
雛
至
大
夫
之
相
凱
家
、
諸
侯

之
相
攻
國
者
、
亦
然
。
大
夫
各
愛
其
家
不
愛
異
家
。
故
國
異

家
以
利
其
家
。
諸
侯
各
愛
其
國
不
愛
異
國
。
故
攻
異
國
以
利

其
國
。
天
下
之
胤
物
具
此
而
已
突
。
察
此
何
自
起
、
皆
起
不

相

愛

こ
こ
で
は
「
交
相
利
」
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
他
の

暦
き
て
自
利
す
る
」
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
他
を
畷
き
て
自
利
す
る
」

行
為
の
両
端
の
存
在
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、

換
言
す
れ
ば
、
如
何
な
る
存
在
が
如
何
な
る
存
在
を
「
暦
き
て

自
利
す
る
」
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か

ら
こ
の
部
分
を
み
て
い
く
と
「
子
自
愛
し
て
父
を
愛
さ
ず
。
故

に
父
を
暦
き
て
自
利
す
」
、
「
弟
自
愛
し
・
て
兄
を
愛
さ
ず
。
故
に

兄
を
暦
き
て
自
利
す
」
、
「
臣
自
愛
し
て
君
を
愛
さ
ず
。
故
に
君

を
厩
き
て
自
利
す
」
、
「
父
自
愛
す
る
や
、
子
を
愛
さ
ず
。
故
に

子
を
蔵
き
て
自
利
す
」
、
「
兄
自
愛
す
る
や
、
弟
を
愛
さ
ず
。
故

に
弟
を
脇
き
て
自
利
す
」
、
「
君
自
愛
す
る
や
、
臣
を
愛
さ
ず
。

故
に
臣
を
蔵
き
て
自
利
す
」
と
ま
づ
あ
り
、
次
に
「
盗
そ
の
室

を
愛
し
異
室
を
愛
さ
ず
。
故
に
異
室
を
霜
み
以
て
そ
の
室
を
利

す
」
、
「
賊
そ
の
身
を
愛
し
人
の
身
を
愛
さ
ず
。
故
に
人
の
身
を

賊
し
以
て
そ
の
身
を
利
す
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
大
夫
各
々
そ

の
家
を
愛
し
異
家
を
愛
さ
ず
。
故
に
異
家
を
乱
し
以
て
そ
の
家

を
利
す
。
諸
侯
各
々
そ
の
国
を
愛
し
異
国
を
愛
さ
ず
。
故
に
異

国
を
攻
め
以
て
そ
の
国
を
利
す
」
と
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
こ
の
部
分
で
「
脇
き
て
自
利
す
る
」
行
為
の
両
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端
の
存
在
は
、
「
子
」
Ｉ
「
父
」
、
「
弟
」
ｌ
「
兄
」
、
「
臣
」
ｌ
「
君
」
、

「
盗
」
ｌ
「
盗
」
、
「
賊
」
ｌ
「
賊
」
、
「
大
夫
」
ｌ
「
大
夫
」
、
「
諸
侯
」

ｌ
「
諸
侯
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
規
定

は
、
「
孟
子
」
の
そ
れ
の
よ
う
な
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ

く
も
の
で
は
な
く
、
身
分
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
「
自
利
す
る
さ
い
に
勝
く
」

対
象
が
、
自
利
す
る
側
の
立
場
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
子
」
は
「
父
」
を
「
膳

く
」
の
で
あ
っ
て
、
「
兄
」
を
「
暦
く
」
の
で
は
な
い
。
「
君
」

は
「
臣
」
を
「
騒
ぐ
」
の
で
あ
っ
て
、
「
父
」
を
「
衝
く
」
の

で
は
な
い
。
「
大
夫
」
は
「
大
夫
」
を
「
乱
す
」
の
で
あ
っ
て
、

「
諸
侯
」
を
「
乱
す
」
の
で
は
な
い
。
「
諸
侯
」
は
「
諸
侯
」

を
「
攻
め
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
大
夫
」
を
攻
め
る
の
で
は
な

い
。
こ
う
し
た
点
に
注
意
す
る
と
、
兼
愛
上
篇
に
お
い
て
「
他

を
暦
き
て
自
利
す
る
」
行
為
は
、
行
為
者
の
身
分
規
定
に
応
じ

て
被
行
為
者
の
身
分
が
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
、
と
言

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
以
下
に
お
い
て
こ
う
し
た
二
点
、
す
な
わ
ち
「
職
き

て
自
利
す
る
」
行
為
を
め
ぐ
っ
て
両
端
に
位
置
す
る
存
在
が
身

分
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ

に
関
連
し
て
勝
か
れ
る
存
在
の
身
分
が
、
「
職
く
」
行
為
者
の

身
分
規
定
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
脇
」

か
れ
る
対
象
は
、
不
特
定
な
一
般
的
存
在
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
の
二
点
が
兼
愛
上
篇
の
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
こ
と

に
注
意
し
な
が
ら
以
下
の
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

「
交
相
利
」
な
る
語
は
、
兼
愛
上
篇
に
は
見
え
ず
、
中
・
下

篇
に
お
い
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
「
交
相

利
」
の
両
端
に
位
置
す
る
存
在
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
兼
愛
中
篇
の
「
然
則
兼
相
愛
交
相
利
之
法
、

将
奈
何
哉
」
と
し
て
「
兼
相
愛
交
相
利
之
法
」
を
具
体
的
に
述

べ
た
部
分
に

覗
人
之
國
、
若
硯
其
國
、
硯
人
之
家
、
若
覗
其
家
、
硯
人

之
身
、
若
硯
其
身
。
是
故
諸
侯
相
愛
、
則
不
野
戦
。
家
主
相

愛
、
則
不
相
慕
。
人
與
人
相
愛
、
則
不
相
賊
。
君
臣
相
愛
、

則
惠
忠
。
父
子
利
愛
、
則
慈
孝
。
兄
弟
相
愛
、
則
和
調

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
交
相
利
」
の
両
端
に
位
置
す
る
両
者

は
、
兼
愛
上
篇
と
同
様
「
交
相
利
」
そ
れ
自
体
と
は
直
接
関
連

を
持
た
ず
、
そ
の
行
為
以
前
に
人
々
が
す
で
に
そ
こ
に
組
染
込

ま
れ
、
そ
の
行
為
以
後
も
ま
た
組
み
込
ま
れ
る
は
ず
の
身
分
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
き
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
「
交
相

利
」
は
「
諸
侯
」
相
互
、
「
家
主
」
相
互
、
「
君
臣
」
相
互
、
「
父

子
」
相
互
、
「
兄
弟
」
相
互
の
間
で
な
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
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「
交
相
利
」
の
対
象
は
相
互
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
兼
愛
各
篇
を
通
じ
て
「
交
相
利
」
の
両
端
に
位
置
す
る

存
在
を
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
い
て
規
定
す
る
発
想
は
ゑ

ら
れ
な
い
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
が
、
た
だ
中
篇
・
下
篇
に
お

い
て
は
、
上
篇
と
は
異
な
り
「
交
相
利
」
の
両
端
に
位
置
す
る

両
者
を
「
夫
愛
人
者
、
人
亦
從
而
愛
之
。
利
人
者
、
人
亦
從
而

利
之
」
（
兼
愛
中
）
、
或
い
は
「
姑
嘗
本
原
若
衆
利
之
所
自
生
、

此
胡
自
生
。
此
自
悪
人
賊
人
生
與
。
即
必
日
、
非
然
也
。
必

日
、
從
愛
人
利
人
生
」
（
兼
愛
下
）
と
あ
っ
て
、
一
般
的
な

「
人
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で

も
「
交
相
利
」
の
両
端
の
二
者
が
、
相
補
的
な
関
係
に
あ
る

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
引
の
記
述
に
よ
れ

ば
、
彼
が
私
を
「
利
」
す
る
の
は
、
私
が
彼
を
「
利
」
し
た
か

ら
で
あ
り
、
私
が
彼
に
「
利
」
を
与
え
る
の
は
、
彼
が
私
に

「
利
」
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
お
い
て
、

「
利
」
を
与
え
ら
れ
た
存
在
は
、
「
利
」
を
与
え
た
存
在
に
対

し
、
必
ず
「
利
」
を
与
え
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
相
互

応
酬
の
関
係
が
み
ら
れ
る
。
「
交
相
利
」
し
合
う
両
者
は
、
相

互
に
相
手
を
特
定
し
、
応
酬
し
合
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
「
交
換
」
の
場
合
と
は
異
な
り
、
「
交
相
利
「
の
場
合
「
即

必
吾
先
從
事
乎
愛
利
人
之
親
、
然
後
人
報
我
以
愛
利
吾
親
也
」

（
兼
愛
下
）
と
あ
っ
て
、
「
利
」
を
与
え
る
こ
と
と
与
え
返
さ
れ

る
こ
と
が
同
時
に
実
現
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
「
先
」

に
与
え
、
応
酬
は
「
然
後
」
に
時
間
的
ず
れ
を
も
っ
て
実
現
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
「
交
相
利
」
の
両
端
の
二
者
の

関
係
は
、
た
だ
一
回
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
継
続
的
な
、
相
互

に
相
手
を
束
縛
し
合
う
関
係
と
い
え
よ
う
。

「
孟
子
」
に
柔
え
る
「
交
換
」
の
両
端
に
位
置
す
る
二
者
は

匿
名
性
を
特
徴
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
墨
家
の
「
交
相
利
」

の
両
端
に
位
置
す
る
二
者
は
、
緊
密
に
結
合
し
て
い
る
。
し
か

も
「
利
人
者
、
人
亦
從
利
之
」
と
あ
る
よ
う
に
自
己
に
と
っ
て

の
「
利
」
を
窮
極
的
な
目
的
と
し
て
い
な
が
ら
、
し
か
し
「
交

相
利
」
は
ま
づ
他
者
を
「
利
」
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
自
己

に
と
っ
て
の
「
利
」
は
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
自

身
で
自
己
の
「
利
」
を
は
か
る
行
為
を
直
接
的
に
行
う
、
と
い

う
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
「
自
利
」
を
は
か
る
行
為
は
必
然

的
に
他
を
「
脇
」
き
（
兼
愛
上
）
、
「
害
人
者
、
人
亦
從
害
之
」

（
兼
愛
中
）
の
で
あ
る
か
ら
、
「
自
利
」
を
は
か
る
行
為
は
結

局
そ
の
目
的
を
達
成
し
得
な
い
。
「
交
相
利
」
な
る
行
為
は
、

ま
づ
相
手
の
「
利
」
を
は
か
る
行
為
を
な
し
た
う
え
で
、
そ
の

相
手
が
此
方
の
た
め
に
何
事
か
を
な
す
と
期
待
す
る
、
と
い
う

構
造
を
持
つ
。
だ
と
す
れ
ば
「
交
相
利
」
の
両
端
の
二
者
は
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四

お

わ

り

に

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
墨
家
の
「
交
相
利
」
の
形
式
的
側
面

が
「
孟
子
」
の
「
交
換
」
の
そ
れ
と
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
墨
家
の
「
交
相
利
」
の

両
端
に
位
置
す
る
二
者
の
関
係
は
、
「
交
相
利
」
す
る
二
者
は

「
交
相
利
」
す
る
以
前
に
或
る
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
関

係
を
持
っ
て
い
た
が
故
に
相
互
応
酬
的
に
「
交
相
利
」
す
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
「
交
相
利
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
者
の

既
存
の
関
係
は
よ
り
一
層
緊
密
化
す
る
、
と
要
約
で
き
よ
う
。

「
交
相
利
」
の
両
端
の
存
在
は
相
互
に
相
手
を
特
定
し
合

い
、
一
回
的
で
は
な
い
継
続
的
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
。

「
交
換
」
に
か
か
わ
る
存
在
の
特
質
の
一
つ
が
そ
の
匿
名
性
に

あ
る
と
す
れ
ば
、
「
交
相
利
」
の
そ
れ
は
互
い
に
相
手
を
明
確

に
知
り
、
特
定
し
合
う
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
墨
家
の

「
交
相
利
」
は
相
互
応
酬
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
交
相
利
」
す
る
以
前
か
ら
跡
す
で
に
或
る
種
の
信
頼
関
係
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
交
相
利
」
の
相
互
応
酬
は
、

す
で
に
存
在
し
た
そ
う
し
た
関
係
を
前
提
と
し
て
実
現
さ
れ
、

実
現
の
過
程
で
そ
れ
を
よ
り
強
固
に
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
重
大
な
相
違
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
交
相
利
」

な
る
行
為
は
「
交
換
」
と
同
じ
く
「
利
」
を
担
う
何
ら
か
の

「
財
」
、
或
は
「
行
為
」
の
移
動
を
本
質
と
し
て
い
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
男
女
間
の
性
的
分
業
し
か
認
識
し
て
い
な
い
墨
家
に
お

い
て
、
「
交
相
利
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
「
財
」
・
「
行
為
」
の

移
動
の
形
式
は
、
他
の
形
式
に
よ
る
「
財
」
の
移
動
’
た
と

（

Ｐ

、

）

え
ば
「
爵
」
を
媒
介
に
し
た
「
財
」
の
移
動
Ｉ
と
如
何
に
か

か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
ま
た
、
自
ら
の
「
利
」
を
窮
極
的
な
目
的
と
し
な
が

ら
、
「
交
相
利
」
の
構
造
全
体
が
他
者
へ
の
「
信
頼
」
、
他
者
と

自
己
と
の
関
係
へ
の
「
信
頼
」
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
注

意
す
れ
ば
、
そ
の
「
信
頼
」
そ
れ
自
体
が
崩
壊
し
た
と
き
、

「
交
相
利
」
は
何
を
根
擦
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
か
、
「
交
利

利
」
に
か
か
わ
る
両
者
と
は
次
元
を
異
に
し
た
強
制
力
が
想
定

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
問
題
も
生
童
れ
て
こ
よ

う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
諸
問
題
を
こ
の
場
で
考
察
す
る
余
裕

は
も
は
や
な
い
。
後
日
の
考
察
を
俟
ち
た
い
。

〔
注
〕

（
１
）
「
墨
家
の
分
業
論
ｌ
「
商
」
の
観
念
の
欠
如
に
関
連
し
て

ｌ
」
（
「
中
国
古
典
研
究
」
鋤
号
）
参
照
。
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（
２
）
渡
辺
卓
氏
司
墨
子
』
諸
篇
の
著
作
年
代
」
参
照
（
何
氏
著

「
古
代
中
国
思
想
の
研
究
」
所
収
、
一
九
七
三
年
創
文
社
）
。

（
３
）
渡
辺
氏
前
掲
論
文
及
び
「
墨
家
の
集
団
と
そ
の
思
想
」
（
同

氏
前
掲
書
所
収
）
。
同
氏
「
墨
子
」
上
（
全
釈
漢
文
大
系
十
八
、

氏
前
掲
書
所
収
）
。
同
氏

（
４
）
板
野
長
八
氏
「
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間

頁
’
六
二
頁
（
一
九
七
二
年
岩
波
書
店
）
。

「
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間

（
５
）
こ
の
問
題
は
、
す
な
わ
ち
尚
賢
下
篇
に
「
爲
賢
之
道
將
奈

何
。
日
、
有
力
者
疾
以
助
人
、
有
財
者
勉
以
分
人
、
有
道
者
渤

以
教
人
」
と
あ
る
部
分
に
み
ら
れ
る
「
有
財
者
勉
以
分
人
」
と

「
賢
」
と
の
か
か
わ
り
を
尚
賢
上
・
中
篇
に
み
ら
れ
る
「
賢
」

と
「
爵
」
と
の
か
か
わ
り
に
関
連
づ
け
て
考
え
ら
れ
な
い
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
前
掲
拙
稿
で
少
し

触
れ
て
お
い
た
。

一
九
七
四
年
集
英
社
）
。

観
の
展
開
」
六
一


